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【公表番号】特表2010-515352(P2010-515352A)
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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月11日(2010.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システム（１００）においてパイロット信号を送信する方法であって、
　第１のカバレッジエリアに対する第１の周波数で第１のパイロット信号を送信する第１
の送信ステップと、
　第２のカバレッジエリアに対する第２の周波数で第２のパイロット信号を送信する第２
の送信ステップと、
　前記第２のカバレッジエリアで前記第１の周波数で前記第２のパイロット信号を送信す
る第３の送信ステップとを含み、
　前記第２のカバレッジエリアが前記第１のカバレッジエリアと少なくともオーバラップ
する、方法。
【請求項２】
　前記第１の送信するステップは第１のアンテナ（１０５）から送信し、そして、前記第
２の送信するステップと前記第３の送信するステップとはそれぞれ、第２のアンテナ（１
１５）から送信する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のアンテナは建物（１１０）の外側の屋外基地局（１０５）の中に含まれ、そ
して、前記第２のアンテナは前記建物の内側の屋内基地局（１１５）の中に含まれる、請
求項２に記載の方法。
【請求項４】
　無線通信システム（１００）においてパイロット信号を送信する方法であって、
　第１のカバレッジエリアに対する第１の周波数で第１のパイロット信号を送信する第１
の送信ステップと、
　第２のカバレッジエリアに対する第２の周波数で第２のパイロット信号を送信する第２
の送信ステップとを含み、前記第１のカバレッジエリアは前記第２のカバレッジエリアと
少なくともオーバラップし、さらに、
　前記第１のパイロット信号を前記第２の周波数で前記第２のカバレッジエリアの一部分
の中に送信する第３の送信ステップとを含み、前記一部分が前記第２のカバレッジエリア
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から前記第１のカバレッジエリアへ横切られるときに、前記第２の周波数での前記第１の
パイロット信号の信号強度が増大する、方法。
【請求項５】
　前記第１の送信するステップは、屋外基地局（１０５）から前記第１の周波数で前記第
１のパイロット信号を送信する、請求項１または４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の送信するステップは、屋内基地局（１１５）から前記第２の周波数で前記第
２のパイロット信号を送信する、請求項１または４に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２の送信するステップは、屋内基地局（１１５）から前記第２の周波数で前記第
２のパイロット信号を送信し、そして、前記第３の送信するステップは、前記一部分の出
口（１２０）の近くに配置されたアンテナ（１３０）から前記第１の周波数で前記第２の
パイロット信号を送信する、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システム（１００）の中での呼ハンドオフを容易にする方法であって、
　第１の周波数での第１のパイロットから第１の周波数での第２のパイロットへハンドオ
フするとの要求を移動局から受信するステップと、
　前記第１の周波数での前記第２のパイロットが前記第１の周波数のダミー・パイロット
であるかどうかを判定するステップと、
　前記判定するステップが、前記第１の周波数での前記第２のパイロットが前記第１の周
波数のダミー・パイロットであると判定したときには、第２の周波数での前記第２のパイ
ロットにハンドオフするとの命令を前記移動局に送信するステップとを備える方法。
【請求項９】
　前記移動局の近くの前記無線通信システム（１００）の中のいずれの基地局（１０５、
１１５）も前記第１の周波数での前記第２のパイロット信号で動作しないときには、前記
判定するステップは、前記第１の周波数での前記第２のパイロットがダミー信号であると
判定する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記無線通信システム（１００）が、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）プロトコル、ユニ
バーサル・モバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）プロトコル、および進化データ最適化
（ＥＶＤＯ）プロトコルのうちの１つによって動作する、請求項１、４または８に記載の
方法。
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